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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体を用いた遊技動作を制御する遊技制御部と、
　前記遊技制御部の制御によって前記遊技動作に伴う演出動作を制御する演出制御部と、
　前記演出制御部の制御によって表示動作を実行する複数の表示装置とを備える遊技機に
おいて、
　前記演出制御部は、
　画像データを不揮発的に記憶する第１の不揮発性映像メモリと、
　表示すべき映像に関するデータを不揮発的に記憶する第２の不揮発性映像メモリと、
　前記画像データを揮発的に記憶可能な第１の揮発性映像メモリと、
　前記表示装置に対して映像表示を行うための映像表示プロセッサと、
　映像の表示を制御する表示制御プログラムを実行して、前記表示すべき映像に関するデ
ータに基づく映像表示を実現するために、前記映像表示プロセッサに対して映像表示処理
を指示するための複数のコマンドからなるコマンドリストを生成して前記映像表示プロセ
ッサに転送する表示制御プロセッサと、
　前記表示制御プロセッサにより使用されるデータを揮発的に記憶可能な第２の揮発性映
像メモリと、
を含み、
　前記映像表示プロセッサは、第１拡大手段を備え、前記表示制御プロセッサから転送さ
れてきたコマンドリストに基づいて、表示すべき映像に応じた画像データを前記第１の不
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揮発性映像メモリから読み出して前記第１の揮発性映像メモリに展開するとともに前記第
１の揮発性映像メモリに展開された画像データを用いて、前記複数の表示装置に対してそ
れぞれ表示させるための複数の画像が１フレーム内に空間的に合成された合成画像を生成
し、生成した前記合成画像を前記複数の表示装置に共通した１つの画像データとして出力
するものであり、
　前記第１拡大手段は、前記合成画像を拡大可能であり、
　前記遊技機は、前記複数の表示装置のうちの少なくとも１つの表示装置に対応して、指
定された領域の画像データを前記１つの画像データから切り出し、対応する表示装置に与
えるための切り出し部が設けられ、
　前記切り出し部は、第２拡大手段を備え、
　前記複数の表示装置は、前記映像表示プロセッサから出力された前記１つの画像データ
、或いは前記切り出し部を通じて与えられる画像データに基づいて、当該表示装置用の画
像をそれぞれ表示し、
　さらに、前記第２拡大手段により、前記切り出し部を通じて与えられる画像データを、
表示装置に応じて倍率を合わせる画像変更手段を備えた
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技の進行に応じて演出表示を実行する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のパチンコ機等の遊技機においては、いわゆる映像表示プロセッサ（ＶＤＰ：Vide
o Display Processor）を搭載しているものが存在している。この映像表示プロセッサは
、映像表示の制御を行う表示制御プロセッサの指示に従って、キャラクタＲＯＭから読み
出したキャラクタデータを用いて、遊技の進行を演出するための各種映像を表示装置に対
して表示させている。
【０００３】
　この映像表示プロセッサにより描画された映像を表示するための表示装置を複数設けて
、視覚的な効果を高めるようにした遊技機も提案されている。
【０００４】
　しかし、複数の表示装置が遊技機に設けられた場合、複数の表示装置に対してそれぞれ
ＶＤＰを設けたのでは、コスト上昇を招いてしまうこととなる。そのため、遊技機に複数
の表示装置が設けられた場合でも、複数の表示装置において表示を行うための表示データ
を１つのＶＤＰにより生成するようにした方法が開示されている（例えば特許文献１参照
）。
【０００５】
　この特許文献１に記載されている遊技機では、３つの表示装置用の画像データを合成し
て出力し、各表示装置に対応した駆動回路では、出力された画像データのうち予め設定さ
れた範囲の画像データを取り込み、取り込んだ画像データにより表示装置に画像を表示す
るようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－５２９５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の特許文献１に記載された遊技機では、複数の表示装置用の画像データを一体とし
て各表示装置に共通に出力するようにしているので１つの映像表示プロセッサ（ＶＤＰ）
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のみにより複数の表示装置に映像を表示させることが可能となっている。
【０００８】
　しかし、特許文献１に開示された遊技機では、各表示装置に対応した駆動回路において
映像表示プロセッサから１ライン毎に入力される画像データの特定の範囲内の画像データ
のみを切り出すことにより、対応する表示装置の画像データを取り出している。そのため
、このような方法により各表示装置用の画像を取り出そうとした場合、少なくとも各表示
装置のライン数が一致していることが必要であり、実際には複数の表示装置のサイズが同
一であることが必要となる。つまり、特許文献１に開示された方法は、ライン数や幅が様
々なサイズの異なる複数の表示装置が設けられた遊技機に対しては適用することができな
い。
【０００９】
　そこで本発明は、１つの映像表示プロセッサによりサイズの異なる複数の表示装置に画
像を表示させることが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の遊技機は、遊技媒体を用いた遊技動作を制御する遊技制御部と、
　前記遊技制御部の制御によって前記遊技動作に伴う演出動作を制御する演出制御部と、
　前記演出制御部の制御によって表示動作を実行する複数の表示装置とを備える遊技機に
おいて、
　前記演出制御部は、
　映像に必要な素材画像の表示に用いる素材画像データを不揮発的に記憶する第１の不揮
発性映像メモリと、
　表示すべき映像の構成に関する情報及び表示すべき映像を構成する各シーンの描画に必
要な素材画像データを特定するための情報を含むスケジューラデータを不揮発的に記憶す
る第２の不揮発性映像メモリと、
　前記素材画像データを揮発的に記憶可能な第１の揮発性映像メモリと、
　前記表示装置に対して映像表示を行うための映像表示プロセッサと、
　映像の表示を制御する表示制御プログラムを実行して、前記スケジューラデータに基づ
く映像表示を実現するために、前記映像表示プロセッサに対して映像表示処理を指示する
ための複数のコマンドからなるコマンドリストを生成して前記映像表示プロセッサに転送
する表示制御プロセッサと、
　前記表示制御プロセッサにより使用されるデータを揮発的に記憶可能な第２の揮発性映
像メモリと、
を含み、
　前記複数の表示装置の少なくとも１つの表示装置は他の表示装置とはサイズが異なり、
　前記映像表示プロセッサは、前記表示制御プロセッサから転送されてきたコマンドリス
トに基づいて、表示すべき映像に応じた素材画像データを前記第１の不揮発性映像メモリ
から読み出して前記第１の揮発性映像メモリに展開するとともに前記第１の揮発性映像メ
モリに展開された素材画像データを用いて、前記複数の表示装置に対してそれぞれ表示さ
せるための複数の画像が１フレーム内に空間的に合成された合成画像を生成し、
　前記複数の表示装置は、前記映像表示プロセッサにより生成された合成画像に基づいて
、当該表示装置用の画像をそれぞれ表示することを特徴とする。
【００１１】
　また、前記合成画像には、いずれの表示装置によっても表示されない非表示領域が含ま
れるようにしてもよい。
【００１２】
　さらに、本発明の遊技機は、前記映像表示プロセッサにより生成された合成画像から、
設定された領域内の画像を切り出す切出手段と、
　前記切出手段により切り出された画像を設定された拡大率で拡大して、前記複数の表示
装置のうちの対応する表示装置に出力する拡大手段とをさらに備えるようにしてもよい。
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【００１３】
　本発明の遊技機では、映像表示プロセッサは、複数の表示装置に対してそれぞれ表示さ
せるための複数の画像を空間的に合成した合成画像を生成し、複数の表示装置では、映像
表示プロセッサにより生成された合成画像に基づいて当該表示装置用の画像をそれぞれ表
示するようにしている。そのため、本発明によれば、複数の表示装置の少なくとも１つの
表示装置が他の表示装置とはサイズが異なるような場合でも、１つの映像表示プロセッサ
によりサイズの異なる複数の表示装置に画像を表示させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、１つの映像表示プロセッサによりサイズの異なる複数の表示装置に画
像を表示させることが可能になるという効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の遊技機の一実施形態であるパチンコ機１の構成例を示す正面図である。
【図２】パチンコ機１の電気的な構成例を示すブロック図である。
【図３】装飾図柄制御基板３０の電気的な構成例を示すブロック図である。
【図４】装飾図柄表示装置１６に対する映像表示を行うためのＶＤＰ３３０の構成を示す
ブロック図である。
【図５】スケーラ３４１、３４２の構成例を示すブロック図である。
【図６】制御ＲＯＭ３０１の記憶領域の構成例を示すメモリマップである。
【図７】表示スケジューラデータ４０２の構成例を示す図である。
【図８】ソースＲＯＭ３４０の記憶領域の構成例を示すメモリマップである。
【図９】装飾図柄制御基板３０におけるリセットスタート処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１０】図柄ＣＰＵ３１１の動作を示すフローチャートである。
【図１１】ＶＤＰ３３０において行われる表示処理を示すフローチャートである。
【図１２】装飾図柄表示装置１６、２６の画像サイズを説明するための図である。
【図１３】第１の具体例においてＶＤＰ３３０の描画回路３３５により生成される合成画
像の一例を示す図である。
【図１４】第１の具体例において２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画が行わ
れる様子を説明するための図である。
【図１５】第１の具体例において装飾図柄表示装置１６、２６用の画像が拡大処理される
様子を説明するための図である。
【図１６】第２の具体例における装飾図柄制御基板３０ａの構成を示すブロック図である
。
【図１７】第２の具体例において２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画が行わ
れる様子を説明するための図である。
【図１８】第２の具体例において装飾図柄表示装置１６、２６用の画像が拡大処理される
様子を説明するための図である。
【図１９】第３の具体例において２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画が行わ
れる様子を説明するための図である。
【図２０】第３の具体例においてＶＤＰ３３０の描画回路３３５により生成される合成画
像の一例を示す図である。
【図２１】第３の具体例において装飾図柄表示装置１６、２６用の画像が拡大処理される
様子を説明するための図である。
【図２２】１つのＶＤＰにより３つの表示装置に対して表示させるための３つの画像を空
間的に合成させた合成画像の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明をパチンコ機に適用した一実施形態について、各対応図面を参照しながら
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説明する。
　（１．パチンコ機の概要構成例）
　図１は、本発明の遊技機の一実施形態であるパチンコ機１の構成例を示す正面図である
。このパチンコ機１は、ホール等の遊技場の島設備に複数台が横方向に並べて設置されて
おり、いわゆるＣＲ（Card Reader）機の場合、カードユニット１２が設置されている。
以下、まずパチンコ機１の概要構成例について説明する。
【００１７】
　このパチンコ機１は、基枠が、ヒンジ機構を介して木製の外枠に開閉可能に装着されて
いる。その基枠には、前面枠（ガラス枠５）がヒンジ機構を介して、その基枠に対して開
閉可能に装着されている。本実施形態では、これら基枠や前面枠等の枠体を総称して「本
体枠１７」と呼称する。このうち基枠には、遊技盤２が着脱可能に嵌め込まれている。
【００１８】
　またガラス枠５には、多数の枠ランプ（枠装飾ランプ３１など）が縦方向に沿って複数
配置されるほか、遊技の進行に伴い効果音や音声などの音響出力を行うための上部スピー
カ２９ａや、遊技者が適宜プッシュ操作できる演出ボタン１０等が設置されている。また
ガラス枠５の下部には、遊技球を収容する上皿４が設けられているとともに、基枠の下部
には下皿６が設けられている。またその他にも、ガラス枠５の下部に位置する基枠の右下
隅には発射ハンドル８が設けられている。この発射ハンドル８は、上皿４に収容された遊
技球を順次発射させるために遊技者が操作する操作部である。また上皿４の左側位置の内
側には、下部スピーカ２９ｂが配置されている。
【００１９】
　遊技盤２は、その前面にほぼ円形の遊技領域が形成されており、その中央部には演出装
置１４が設けられている。その遊技領域には、多数の誘導釘（図示されていない）が所定
のゲージ配列で打設されているほか、図示しない風車や各種入賞口（始動入賞口１５ｂ、
大入賞口１５ｃ、一般入賞口等）、ゲート口１３、パネル装飾ランプ（参照符号なし）等
が盤面構成要素として配設されている。これらの各種入賞口には、遊技球の入球を検出す
るための入賞検出器（図１において図示せず）が設けられている。また、ゲート口１３に
は、遊技球の通過を検出するためのゲート通過検出器（図１において図示せず）が設けら
れている。
【００２０】
　また、演出装置１４の下縁部には球ステージ１４ａが形成されており、この球ステージ
１４ａ上に遊技球が誘導されると、この遊技球は、一時的に転動しながら動きに変化が与
えられる。さらにこの遊技球は、この球ステージ１４ａに形成された球誘導路１４ｂの入
口に落下すると、この球誘導路１４ｂに誘導されてその直下に設けられた始動入賞口１５
ｂに入球し、図示しない入賞検出器によって入賞が検出される。
【００２１】
　また遊技盤２の右下縁部には、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode
）を用いた特別図柄表示装置４１が設けられている。この特別図柄表示装置４１は、始動
入賞があると、その後（例えば始動入賞を契機に）点灯或いは消灯状態を繰り返すととも
に、所定時間（後述する「変動時間」に相当）経過後、メイン制御基板において実行した
内部的な抽選（大当り抽選及び判定）の結果に応じた点灯状態或いは消灯状態となる。ま
た、この遊技盤２の右下縁部には、発光ダイオードを用いた普通図柄表示装置４２が設け
られている。この普通図柄表示装置４２も、ゲート口１３の通過を契機に変動期間にわた
り点灯状態を変化させる構成となっている。ここで、この普通図柄表示装置４２の点灯状
態が所定の点灯状態となると、例えば電動チューリップ型の始動入賞装置（入賞検出手段
）を所定時間入賞しやすい開状態にする。さらに、普通図柄表示装置４２の近傍には、状
態表示ランプ４６が設けられている。
【００２２】
　また、上記演出装置１４内には、装飾図柄表示装置１６、２６が配置されている。この
装飾図柄表示装置１６は、上記大当り抽選及び判定の結果を装飾的に表した装飾図柄を表
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示する表示装置である。また、装飾図柄表示装置２６は、大当り抽選及び判定の結果以外
の装飾図柄を表示する表示装置である。この装飾図柄表示装置１６は、始動入賞口１５ｂ
への入賞があると、その後に表示内容が変化し、上記特別図柄表示装置４１の点灯状態の
変化と並行して装飾図柄の変動を表す画像等を表示する。この装飾図柄は、一定時間（変
動時間）に渡って変動した後に停止し、上記大当り抽選及び判定の結果当選している場合
には、予め定められた停止図柄態様（例えば同種の装飾図柄が３つ揃った表示態様）とな
り、パチンコ機１において特別な遊技状態（以下「特別遊技状態」と呼称する）に移行す
る。装飾図柄表示装置１６および装飾図柄表示装置２６は、それぞれサイズが異なる表示
装置であるが、その具体的なサイズ等については後述する。
【００２３】
　この特別遊技状態では、例えばラウンド動作を１５ラウンドにわたり繰り返す。各ラウ
ンド動作では、例えば大入賞口ソレノイド１８が１回作動することで、大入賞口１５ｃが
遊技球を受け入れ可能な状態となる。また装飾図柄表示装置１６においては、そのラウン
ド動作として表示内容が大当り中のラウンド表示に切り替わり、ラウンド演出表示（入賞
個数のカウント表示や継続ラウンド回数など）を行う。また、１５ラウンドのラウンド動
作を実行する特別遊技状態が終了した後に特典遊技（いわゆる「確変」や「時短」など）
に移行すると、それぞれ特典遊技中である旨の情報（「確変中」や「時短中」）などが表
示される場合もある。
【００２４】
　また、遊技盤２における演出装置１４の下縁部左右には、特別図柄保留ランプ４３が設
けられている。この特別図柄保留ランプ４３は、始動記憶する条件が揃っていた場合に始
動入賞を保留して、その保留状況を表示する構成となっている。具体的には、各特別図柄
保留ランプ４３には、例えば「１」、「２」、「３」、「４」という数字を模した半透過
領域が設けられており、これら半透過領域が各々左から右へ「１」～「４」を表すととも
に順番に配列している。これら４つの半透過領域は、「１」～「４」の発光（点灯）態様
に応じて特別図柄の始動記憶数（１～４）を表している。
【００２５】
　さらに遊技盤２の下縁部には普通図柄保留ランプ４４が設けられている。この普通図柄
保留ランプ４４は、普通図柄表示装置４２による点灯状態が変化中にゲート口１３の通過
を保留して、その保留状況を表示する。この普通図柄保留ランプ４４の近傍には、大当り
種類表示ランプ４５が設けられている。大当り種類表示ランプ４５は、大当りとなった場
合に少なくとも１つが点灯し、それによって大当りの種類を表示する。また遊技盤２の背
面においては、その上部にメイン制御基板及びサブ制御基板などが設けられており、装飾
図柄表示装置１６、２６の背面には表示制御基板（後述する装飾図柄制御基板）が配置さ
れている。また本体枠１７には、図示しない払出制御基板及び発射制御基板が設けられて
いる。
【００２６】
　（２．パチンコ機の電気的な構成例）
　図２は、パチンコ機１の電気的な構成例を示すブロック図である。
　まずメイン制御基板３（遊技制御部）は、サブ制御基板３５（演出制御部）及び払出制
御基板２５などの基板に接続されている。サブ制御基板３５は、表示動作を制御する装飾
図柄制御基板３０に接続されており、払出制御基板２５は、発射制御基板４７や賞球払出
装置２１に接続されている。
【００２７】
　装飾図柄制御基板３０は、上記装飾図柄表示装置１６、２６に接続されている。なお本
実施形態では、サブ制御基板３５（演出制御基板）と装飾図柄制御基板３０（表示制御基
板）とが別体となっているが、これに限られず、サブ制御基板３５と装飾図柄制御基板３
０とが一体となっており、サブ制御基板３５（演出制御部）が装飾図柄制御基板３０の機
能を備えている形態であっても良い。このような形態を採用した場合においては、サブ制
御基板３５が直接、装飾図柄表示装置１６、２６に接続された構成となっている。
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【００２８】
　サブ制御基板３５は、装飾図柄制御基板３０に対して、遊技動作中には遊技の進行に応
じた演出表示動作を制御するための演出表示コマンドなどを送信する。装飾図柄制御基板
３０は、その演出表示コマンドなどを受信し、この演出表示コマンドに基づいて遊技の進
行に応じた映像を装飾図柄表示装置１６、２６に表示させる。この演出表示コマンドは、
サブ制御基板３５によって指定された演出表示パターン番号を含んでおり、この演出表示
パターン番号は、装飾図柄制御基板３０が実行制御すべき演出表示パターンに対応した番
号を表している。また、このサブ制御基板３５は、ランプ中継基板３２及びランプ中継基
板３４を介して、各々パネル装飾ランプ３６及び枠装飾ランプ３１を点灯制御する。
【００２９】
　メイン制御基板３は、ＣＰＵ３ａ（以下「メインＣＰＵ」と呼称する）、ＲＡＭ３ｂ、
ＲＯＭ３ｃ、入出力インタフェース等（全ては図示されていない）の電子部品類を備えて
いる。このメイン制御基板３には、入賞を検出する入賞検出器１５ａ（入賞検出手段）が
接続されている。この入賞検出器１５ａは、遊技領域内にて各種の入賞口（始動入賞口１
５ｂ、大入賞口１５ｃ、一般入賞口等）への入球があったこと（以下、始動入賞口１５ｂ
への入球を「始動入賞」と呼称する）を検出し、その検出信号をメイン制御基板３に出力
する。ゲート通過検出器（ゲートスイッチ）１３ａは、ゲート口１３を遊技球が通過した
ことを検出し、その検出信号としてのゲート通過信号をメイン制御基板３に出力する。
【００３０】
　メイン制御基板３による遊技動作の制御は、例えばメインＣＰＵ３ａが制御プログラム
（以下「メイン制御プログラム」と呼称する）を実行することで行われる。メイン制御プ
ログラムは、ソフトウェア上の乱数を生成しており、始動入賞を契機として乱数値（大当
り判定用乱数値）を取得する（本実施形態では「大当り抽選」と呼称している）。そして
メイン制御プログラムは、後述する大当り判定タイミングにおいて、取得した乱数値が大
当り乱数値に一致しているか否かを判断し（本実施形態では「判定」と呼称している）、
両乱数値が一致していると判定した場合には「大当り」とする一方、一致していないと判
定した場合には「はずれ」とする。ここで、大当り判定タイミングとは、始動入賞後、こ
の始動入賞に基づく特別図柄の変動表示を開始する時をいう。
【００３１】
　またメイン制御プログラムは、このように始動入賞があると、その後、特別図柄表示装
置４１による特別図柄の変動表示を開始し、所定の変動時間が経過すると、上記大当り抽
選結果に応じて、特別図柄表示装置４１に停止図柄を表示させる。なお、上記「大当り」
としては、いわゆる「確変大当り」及びいわゆる「普通大当り」を含んでいる。
【００３２】
　メイン制御プログラムは、大当り抽選及び判定の結果が大当りである場合、変動表示を
開始させ、この変動表示の停止後に、特別遊技状態へと移行させる。この特別遊技状態で
は、メイン制御プログラムが、例えば大入賞口ソレノイド１８を既定回数にわたり作動さ
せることで（ラウンド動作）、例えば１５ラウンドにわたり大入賞口１５ｃが遊技球を受
け入れ易い状態となることを繰り返す。このとき遊技者は、大入賞口１５ｃの開放中に遊
技球（遊技媒体）を入賞させてより多くの賞球を獲得することができる。上記以外にもメ
イン制御基板３による遊技動作の制御は各種があるが、いずれも公知であるため、ここで
は詳細な説明を省略する。
【００３３】
　メイン制御プログラムは、上記大当り抽選及び判定をした後に、サブ制御基板３５に対
して抽選結果及び演出コマンドを出力する。なお、この演出コマンドは、演出動作を実行
すべき時間（前述の「変動時間」に相当）に関する情報を含んでいる。
【００３４】
　サブ制御基板３５は、メイン制御基板３から受け取った抽選結果及び演出コマンドに応
じて演出動作を制御する。このサブ制御基板３５は、ＣＰＵ３５ａ（以下「サブＣＰＵ」
と呼称する）、ＲＡＭ３５ｂ、ＲＯＭ３５ｃ、入力インタフェース（コマンド受信バッフ
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ァなど）などの電子部品類を備えている。このサブ制御基板３５においては、ＣＰＵ３５
ａが制御プログラム（以下「サブ制御プログラム」と呼称する）を実行することによって
演出動作を制御している。
【００３５】
　サブ制御プログラムは、メイン制御基板３からのコマンドなど（抽選結果、演出コマン
ド、遊技状態コマンドなど）を受け取ると、受け取ったコマンドなどを解析する。
【００３６】
　サブ制御プログラムは、コマンドなどの解析結果から得た抽選結果及び変動時間に応じ
て、いかなる演出パターンで演出動作を制御すべきかに関して抽選（以下「演出抽選」と
呼称する）を実行する。具体的には、サブ制御プログラムは演出制御スケジューラを管理
しており、この演出制御スケジューラは、この抽選結果ごとに（「大当り」であるか「は
ずれ」であるかに応じて各々）、実行すべき演出パターンを複数管理している。さらにこ
の演出制御スケジューラは、同一の抽選結果であっても変動時間の長さが異なる複数の演
出パターンを備えている。また、同一の抽選結果であり、かつ変動時間が同じであっても
演出内容の異なる複数の演出パターンが存在する。このようにしてサブ制御プログラムは
、この演出制御スケジューラを参照しつつ、これら抽選結果及び変動時間に対応した演出
パターンを選定すべく演出抽選を実行しているのである。
【００３７】
　このような演出抽選を実行した後、サブ制御プログラムは、変動時間にわたり演出パタ
ーンに従って、スピーカ２９ａ、２９ｂから音を出力させたり、ランプ中継基板３２を介
してパネル装飾ランプ３６を所定の色で点灯させたり消灯させたり、ランプ中継基板３４
を介して枠装飾ランプ３１を所定の色で点灯させたり消灯させる。
【００３８】
　また併せてサブ制御プログラムは、選定した演出パターンに対応して、装飾図柄表示装
置１６、２６による変動表示に関する演出表示パターンも選定している。この演出表示パ
ターンの選定後、このサブ制御プログラムは、サブ制御基板３５から装飾図柄制御基板３
０に対して、この演出表示パターン及び停止図柄に関する情報を含めた演出表示コマンド
を出力するよう制御する。
【００３９】
　この装飾図柄制御基板３０は、サブ制御基板３５が出力した演出表示コマンドを受け取
ると、その後、新たな演出表示動作に移行する。具体的には、装飾図柄制御基板３０は、
まず、サブ制御基板３５から受け取った演出表示コマンドを解析し、演出表示パターン及
び装飾停止図柄に関する情報を取得する。そして装飾図柄制御基板３０は、演出表示パタ
ーンに基づく変動時間にわたり装飾図柄表示装置１６、２６に装飾図柄を変動表示させた
後、その装飾図柄を装飾停止図柄とすべく表示制御する。
【００４０】
　払出制御基板２５は、ＣＰＵ２５ａ（以下「払出ＣＰＵ」と呼称する）、ＲＡＭ２５ｂ
、ＲＯＭ２５ｃ、入出力インタフェースなどを有しており、メイン制御基板３との間で双
方向通信可能に接続されている。すなわち、メイン制御基板３と払出制御基板２５との間
はシリアル信号の上下線Ｓｕ、Ｓｄと、これらに並行して設けられたＡＣＫ信号の送信線
Ａｕ、Ａｄとで接続されている。
【００４１】
　例えばメイン制御基板３が、賞球の払出を指示する賞球コマンドを下り線Ｓｄを通じて
シリアル形式で送信すると、これを受け取った払出制御基板２５が送信線Ａｕを通じてメ
イン制御基板３に対してＡＣＫ信号を送信する。また払出制御基板２５が、払出制御基板
２５の状態を示す状態コマンド（例えば払出処理中）を上り線Ｓｕを通じてメイン制御基
板３に対して送信すると、これを受け取ったメイン制御基板３が、送信線Ａｄを通じて払
出制御基板２５に対してＡＣＫ信号を送信する。
【００４２】
　また賞球払出装置２１は、払出制御基板２５の制御によって遊技球の払出動作を実行す
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る。すなわち払出制御基板２５は、メイン制御基板３から賞球コマンドを受け取ると、賞
球払出装置２１の払出モータ２０を作動させ、この賞球コマンドにより指示された個数分
の払出動作を行わせる。払出球検出器２２は、実際に払い出された賞球数を１個ずつ検出
し、払出制御基板２５にフィードバックする。一方、モータ駆動センサ２４は、払出モー
タ２０の回転状態（回転角）を検出して同じく払出制御基板２５にフィードバックする。
【００４３】
　その他、発射制御基板４７には、発射モータ４９の他に発射ハンドル８からの信号線が
接続されている。この発射ハンドル８にはタッチ検出部４８が内蔵されており、このタッ
チ検出部４８は、人体（遊技者）の接触を検出して、そのタッチ検出信号を発射制御基板
４７に出力する。また発射ハンドル８は、図示しない発射スイッチを内蔵しており、発射
ハンドル８の操作によりオン信号を発射制御基板４７に出力する。この発射制御基板４７
は、上記台間サンドとしてのカードユニット１２によって出力されるカードユニット接続
信号が払出制御基板２５を介して入力されると、遊技球の発射動作を許可する機能を有し
ている。この発射制御基板４７は、これらカードユニット接続信号、タッチ検出信号及び
オン信号を受け取った状態ではじめて発射モータ４９の駆動を許可し、これにより遊技球
の発射動作を行わせることができる。
【００４４】
　払出制御基板２５の払出ＣＰＵ２５ａは、いわゆる球ガミ、球切れ、満タンや、メイン
制御基板３と払出制御基板２５との接続異常などの障害を検出すると、その障害の種類に
応じたエラー情報を払出制御基板２５に表示する。具体的には、払出制御基板２５には７
セグメントＬＥＤ４ａが設けられており、この７セグメントＬＥＤ４ａには、例えばそれ
ら各種の障害の種類ごとにエラー番号が数字で表示されるものとなっている。
【００４５】
　また、払出制御基板２５にはエラー解除手段としての操作スイッチ４ｂが設けられてお
り、この操作スイッチ４ｂは外部から操作可能な位置に配置されている。この操作スイッ
チ４ｂは、それら各種の障害が発生したとき、各障害への対処方法を音声ガイダンスする
際の契機として用いられるとともに、７セグメントＬＥＤ４ａに表示されるエラー情報（
数字表示）をクリアする際に操作される操作手段である。
【００４６】
　（３．装飾図柄制御基板３０）
　次に、装飾図柄制御基板３０について図３を参照して説明する。図３は、装飾図柄制御
基板３０の電気的な構成を簡素化して図示した一例を示すブロック図である。
【００４７】
　装飾図柄制御基板３０（演出制御部）は、制御ＲＯＭ３０１と、ＳＤＲＡＭ(Synchrono
us Dynamic Random Access Memory)３０２と、コマンドインタフェース（Ｉ／Ｆ）３０３
と、図柄ＣＰＵ３１１と、ＶＤＰ（Video Display Processor）３３０と、ソースＲＯＭ
（キャラクタＲＯＭ）３４０と、スケーラ３４１、３４２とを備えている。また、図柄Ｃ
ＰＵ３１１、ＳＤＲＡＭ３０２、制御ＲＯＭ３０１、ＶＤＰ３３０間は、バス３０７によ
り接続されている。
【００４８】
　また、図柄ＣＰＵ３１１とスケーラ３４１、３４２との間はシリアル通信により接続さ
れており、図柄ＣＰＵ３１１は、このシリアル通信を用いてスケーラ３４１、３４２の設
定を行う。なお、図柄ＣＰＵ３１１とスケーラ３４１、３４２間に切り替え器を設け、図
柄ＣＰＵ３１１の通信先を切り替えるようにすれば、図柄ＣＰＵ３１１のシリアルチャネ
ルを１チャネルのみとすることも可能である。
【００４９】
　さらに、スケーラ３４１、３４２に対する設定は、電源投入後の初回のみで良いため、
このようにシリアル通信を用いて図柄ＣＰＵ３１１とスケーラ３４１、３４２との間の通
信を実現することにより、バス線等を引き回すことにより図柄ＣＰＵ３１１とスケーラ３
４１、３４２との間を接続した場合と比較して、通信ノイズに起因する障害の発生確率を
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低減することが可能である。
【００５０】
　装飾図柄制御基板３０は、サブ制御基板３５からの演出表示コマンドなどに基づいて演
出表示動作を制御する機能を有する。また、この装飾図柄制御基板３０は前述した装飾図
柄表示装置１６、２６に接続されており、この演出表示コマンドなどに基づいて表示させ
るべき映像に対応した映像信号を装飾図柄表示装置１６、２６に出力する。
【００５１】
　ここで本実施形態では、映像が複数のシーン（ストーリー）の組み合わせによって構成
されており、各シーンは多数のフレームの組み合わせによって構成されている。これら各
シーンは予め決められた順序で連続的に表示されるものである。各シーンは、多数のフレ
ームが次々と表示されることにより視覚的に構成されるものである。この各シーンは、動
画像やスプライト画像の少なくとも一方を含んでおり、例えば動画像として映画のワンシ
ーンを背景とするとともに、背景にスプライト画像として図柄を重ねて表示した映像であ
る。本実施形態では、この映像を１秒間に６０枚のフレームによってフレーム割りしたフ
レームレートで、これらフレーム群の各フレームを次々に連続切り替え表示することで、
表示態様が動的に変化する映像を表す。本実施形態では、このフレーム（コマ）を作ると
きに用いる動画像やスプライト画像を「シーンの素材」と呼称する。なお、本実施形態で
は、シーンの素材として、特に動画像に関して触れる必要性のある部分以外においては、
主としてスプライト画像を例示している。このような複数のシーンにより構成される映像
としては、例えば停電状態から復旧中である旨の映像、図柄の変動表示に関する映像、変
動している図柄が所定の停止図柄態様（例えば同種の図柄が３つ揃った表示態様）になる
かもしれないことを暗示するいわゆるリーチ演出に関する映像を含んでいる。
【００５２】
　（３－１．ハードウェアの構成例）
　以下、この装飾図柄制御基板３０に搭載されている各構成について具体的に説明する。
【００５３】
　ソースＲＯＭ３４０は、スプライト画像を表示するためのスプライトデータ等の各種素
材画像データを不揮発的に記憶する不揮発性映像メモリとして機能しており、バス線によ
ってＶＤＰ３３０に接続されている。ソースＲＯＭ３４０のメモリ空間については後述す
る。
【００５４】
　なお、スプライトデータは、予め設定された可逆な圧縮方式によってデータ構造が圧縮
された状態で、ソースＲＯＭ３４０に格納されている。一方、動画像データは、予め設定
された非可逆な圧縮方式によってデータ構造が圧縮された状態で、ソースＲＯＭ３４０に
格納されている。
【００５５】
　スケーラ３４１、３４２は、ＶＤＰ３３０により生成された描画データに対して、指定
された領域の画像の切出し、拡大縮小等の処理を行って、処理後の描画データを装飾図柄
表示装置１６、２６に対してそれぞれ出力する。
【００５６】
　コマンドインタフェース３０３は、サブ制御基板３５からの演出表示コマンドを受信し
、受信した演出表示コマンドを図柄ＣＰＵ３１１に転送する。
【００５７】
　制御ＲＯＭ３０１は、例えばフラッシュＲＯＭにより構成され、図柄ＣＰＵ３１１の動
作を制御するための表示制御プログラムや、表示スケジューラデータ（スケジューラデー
タ）を格納する。表示スケジューラデータとは、表示すべき映像の構成に関する情報や表
示すべき映像を構成する各シーンの描画に必要なスプライトデータ等の素材画像データを
特定するための情報を含むデータである。
【００５８】
　図柄ＣＰＵ３１１は、制御ＲＯＭ３０１に格納された表示制御プログラムに基づいて動
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作を行い、制御ＲＯＭ３０１に格納された表示スケジューラデータに基づく映像表示を実
現するために、ＶＤＰ３３０に対して映像表示処理を指示するための複数のコマンドから
なるコマンドリストを生成してＶＤＰ３３０に対してＤＭＡ（Direct Memory Access）転
送する。
【００５９】
　なお、制御ＲＯＭ３０１には、様々な映像表示に対応した複数の表示スケジューラデー
タが格納されている。そのため、図柄ＣＰＵ３１１は、コマンドインタフェース３０３か
ら転送されてきた演出表示コマンドにより、表示すべき映像表示の内容を特定し、特定さ
れた映像表示内容に該当する表示スケジューラデータを制御ＲＯＭ３０１から読み出し、
読み出した表示スケジューラデータに基づく映像表示が実現されるようなコマンドリスト
を生成する。
【００６０】
　ＳＤＲＡＭ３０２は、図柄ＣＰＵ３１１により生成されたコマンドリストを一時的に保
管する等の用途に使用され、各種データを一時的に保管するための格納領域である。
【００６１】
　ＶＤＰ３３０は、図柄ＣＰＵ３１１から転送されてきたコマンドリストに含まれる複数
のコマンドを順次実行することにより、装飾図柄表示装置１６、２６に対して映像表示を
行うための映像表示プロセッサとして機能する。ＶＤＰ３３０は、図柄ＣＰＵ３１１から
転送されてきたコマンドリストに基づいて、表示すべき映像に応じたスプライトデータ等
の素材画像データをソースＲＯＭ３４０から読み出して伸張して映像を構成する各シーン
の描画を行い、生成された描画データをスケーラ３４１、３４２を介して装飾図柄表示装
置１６、２６に送信することにより各種映像表示を実現する。
【００６２】
　なお、本実施形態では、２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して、１つのＶＤＰ３
３０のみが設けられている。そして、ＶＤＰ３３０は、２つの装飾図柄表示装置１６、２
６に対して表示させるための２つ画像が１フレーム内に空間的に合成された合成画像を生
成し、生成された合成画像をスケーラ３４１、３４２に対して共通に出力する。そして、
装飾図柄表示装置１６、２６は、ＶＤＰ３３０により生成された合成画像に基づいて、当
該表示装置用の画像をそれぞれ表示する。
【００６３】
　なお、２つの装飾図柄表示装置１６、２６が、ＶＤＰ３３０により生成された合成画像
に基づいて、それぞれ自装置用の画像の表示を行う具体的な方法の詳細については後述す
る。
【００６４】
　（３－１－１．ＶＤＰ３３０の構成例）
　次に、装飾図柄表示装置１６、２６に対する映像表示を行うためのＶＤＰ３３０の構成
を図４を参照して説明する。
【００６５】
　ＶＤＰ３３０は、図４に示されるように、ＣＰＵ　Ｉ／Ｆ（インタフェース）３３１、
データ転送回路３３２、バス　Ｉ／Ｆ（インタフェース）３３３、伸張回路（デコーダ）
３３４、描画回路３３５、データ格納メモリ３３６、フレームバッファメモリ３３７、表
示回路３３８を含んでいる。
【００６６】
　ＣＰＵインタフェース（Ｉ／Ｆ）３３１は、図柄ＣＰＵ３１１から転送されてきたコマ
ンドリストを受信する。
【００６７】
　データ格納メモリ３３６は、いわゆるＶＲＡＭ（Video RAM）であり、スプライトデー
タ、動画像データ等の描画処理に必要となる各種素材画像データ等を展開しておくための
揮発性映像メモリとして機能する。
【００６８】
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　データ転送回路３３２は、ＣＰＵインタフェース３３１を介して図柄ＣＰＵ３１１から
送信されたコマンドリストに基づいて、表示すべき映像表示に必要なスプライトデータ、
動画像データ等の素材画像データをバスインタフェース３３３を介してソースＲＯＭ３４
０から読み出して、データ格納メモリ３３６に展開する（素材画像データ展開手段）。こ
こで、展開処理には、圧縮して格納されている素材画像データを伸張してメモリ内に格納
する処理だけでなく、圧縮されていない素材画像データを、そのままメモリ内に格納させ
る処理をも含むものとする。
【００６９】
　なお、スプライトデータは、可逆な圧縮方式によってデータ構造が圧縮された状態でソ
ースＲＯＭ３４０に格納されているため、バスインタフェース３３３を介してソースＲＯ
Ｍ３４０から読み出されたスプライトデータは、伸張回路３３４によりデコード処理（伸
張処理）された後にデータ格納メモリ３３６に格納される。
【００７０】
　フレームバッファメモリ３３７は、データ格納メモリ３３６と同様にＶＲＡＭにより実
現され、描画回路３３５により描画された映像データを揮発的に一旦格納することが可能
な構成となっている。なお、フレームバッファメモリ３３７は、２フレーム分の映像デー
タを描画して格納することが可能となっており、描画回路３３５により１フレーム分の映
像データが描画されて格納されている間に、既に描画処理が終了したフレームのデータを
表示回路３３８を介して装飾図柄表示装置１６、２６に表示させることができる。
【００７１】
　描画回路３３５は、ＣＰＵインタフェース３３１により受信された図柄ＣＰＵ３１１か
らのコマンドリストに基づいて、データ格納メモリ３３６に格納されている、スプライト
データ、動画像データ等の素材画像データを用いて描画処理を行い、表示すべき映像を構
成するフレーム毎に映像データを生成してフレームバッファメモリ３３７に格納する。
【００７２】
　表示回路３３８は、装飾図柄表示装置１６、２６への同期信号（Ｖブランク信号など）
を生成するとともに、この同期信号に同期させつつ、フレームバッファメモリ３３７のフ
レームバッファエリアに生成されたイメージデータに基づいた映像信号をスケーラ３４１
、３４２を介して装飾図柄表示装置１６、２６に出力する。また、表示回路３３８は、出
力する画像を拡大するための拡大部３３９を備えている。拡大部３３９は、フレームバッ
ファメモリ３３７に格納された画像データを予め設定された倍率で拡大する。なお、拡大
部３３９における倍率を１未満とした場合、出力する画像を縮小して出力することになる
ため、拡大部３３９には画像の拡大機能とともに縮小機能が備えられていることになる。
【００７３】
　なお、本実施形態では、ソースＲＯＭ３４０から読み出された各種素材画像データを揮
発的に格納するためのデータ格納メモリ３３６がＶＤＰ３３０内に設けられている場合を
用いて説明を行なうが、本発明はこのような構成に限定されるものではない。例えば、ソ
ースＲＯＭ３４０から読み出された各種素材画像データを揮発的に格納するための揮発性
映像メモリがＶＤＰ３３０の外部に設けられているような構成の遊技機に対しても、本発
明は同様に適用することが可能である。また、このようにデータ格納メモリ３３６をＶＤ
Ｐ３３０の外部に設けたような構成の場合、データ格納メモリ３３６とＳＤＲＡＭ３０２
とを同一の揮発性映像メモリにより構成することも可能である。
【００７４】
　（３－１－２．スケーラ３４１、３４２の構成例）
　次に、ＶＤＰ３３０により生成された描画データに対して、指定された領域の画像の切
出し処理、拡大縮小等の処理を行うスケーラ３４１、３４２の構成を図５を参照して説明
する。
【００７５】
　スケーラ３４１は、図５に示されるように、切り出し部３５１と、フレームメモリ３５
２と、拡大部３５３とを備えている。また、スケーラ３４２は、切り出し部３６１と、フ
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レームメモリ３６２と、拡大部３６３とを備えている。なお、ここではフレームメモリ３
５２、３６２がスケーラ３４１、３４２内に設けられた構成を用いて説明するが、スケー
ラ３４１、３４２の外部にメモリを外付けすることによりフレームメモリ３５２、３６２
を実現するような構成の場合もある。このようにスケーラ３４１、３４２の外部にメモリ
を外付けとすることにより、フレームメモリ３５２、３６２の記憶容量を不必要に大きな
ものとせずに、格納する画像データの大きさに合わせた最小限とすることができ、ハード
ウェアのコストを低減することができる。また、様々な画像サイズの画像データに対して
も適用することが可能となり、扱える画像データについての汎用性を高めることにもなる
。
【００７６】
　切り出し部３５１は、ＶＤＰ３３０により生成された合成画像から、図柄ＣＰＵ３１１
からシリアル通信を介して設定された領域内の画像を切り出して、フレームメモリ３５２
に格納する。拡大部３５３は、フレームメモリ３５２に格納されている画像データに対し
て、図柄ＣＰＵ３１１により設定された拡大率で拡大または縮小する処理を行って、対応
して設けられている装飾図柄表示装置１６に出力する。
【００７７】
　スケーラ３４２における切り出し部３６１と、フレームメモリ３６２と、拡大部３６３
の動作は、スケーラ３４１における切り出し部３５１と、フレームメモリ３５２と、拡大
部３５３の動作と同様であるため、その説明は省略する。ただし、拡大部３６３により処
理された後の画像データは、装飾図柄表示装置２６に出力される。
【００７８】
　（３－２．制御ＲＯＭ３０１のメモリ空間）
　次に、上述した制御ＲＯＭ３０１のメモリ空間に関して説明する。
　制御ＲＯＭ３０１には、図６に示されるように、図柄ＣＰＵ３１１の動作を制御するた
めの表示制御プログラム４０１と、表示スケジューラデータ４０２が格納されている。表
示スケジューラデータ４０２は、表示すべき映像を構成する各シーンの描画に必要なスプ
ライトデータ等の素材画像データを特定するための情報及び表示すべき映像の構成に関す
る情報を含んでいる。
【００７９】
　（３－２－１．表示スケジューラデータ４０２の構成例）
　１つのフレーム内に複数のキャラクタが表示されるような場合、この各キャラクタ毎に
表示スケジューラデータが設けられる。そのため、表示スケジューラデータ４０２は、図
７に示されるように、各キャラクタ毎に設けられた複数の表示スケジューラデータ４０２
ａ～４０２ｆにより構成されている。
【００８０】
　あるキャラクタに対する表示スケジューラデータ４０２ａは、図７に示されるように、
フレーム番号５０１と、キャラクタ番号５０２と、Ｘ座標５０３と、Ｙ座標５０４と、基
点位置５０５と、Ｘ方向拡大率５０６と、Ｙ方向拡大率５０７と、透明度（ブレンド率）
５０８と、回転角５０９という情報を含んでいる。なお、表示スケジューラデータ４０２
ｂ～４０２ｆの構成は、表示スケジューラデータ４０２ａと同様であるため、その説明は
省略する。
【００８１】
　フレーム番号５０１は、この表示スケジューラデータ４０２ａが、どのフレームに対す
る表示内容なのかを示している。キャラクタ番号５０２は、複数のスプライトデータの中
から使用するスプライトデータを特定するための番号を示している。Ｘ座標５０３、Ｙ座
標５０４は、表示画面上におけるスプライト画像を表示する位置を示している。基点位置
５０５は、スプライト画像の表示位置を指定する際の基点の場所を示している。Ｘ方向拡
大率５０６、Ｙ方向拡大率５０７は、それぞれ、スプライト画像をＸ方向、Ｙ方向にどれ
だけ拡大（又は縮小）して表示するかを示していて、例えば、０～５１１％の範囲で設定
することができるようになっている。透明度５０８は、背景画像上にスプライト画像を重
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ねて表示する際に、スプライト画像をどれだけ透過させて表示させるかを指定する値であ
り、例えば、０～１００％の範囲内で指定可能となっている。回転角５０９はスプライト
画像を表示する際の角度を指定するための値である。
【００８２】
　ここで、全てのフレームに対して表示スケジューラデータ４０２が用意されているわけ
ではなく、特定のフレームに対してのみ表示スケジューラデータ４０２が用意されていて
、途中のフレームに対する映像は、用意された表示スケジューラデータ４０２を参照して
補間し描画されるようになっている。
【００８３】
　（３－３．ソースＲＯＭ３４０のメモリ空間）
　次に、上述したソースＲＯＭ３４０のメモリ空間に関して説明する。
　ソースＲＯＭ３４０は、図８に示すように、特定の映像を表示するために予め生成され
たスプライト画像を表示するためのスプライトデータ６０１、色彩に関する指定を行うパ
レットデータ６０２、背景画像を表示するための動画データ６０３等の各種素材画像デー
タを格納している。なお、パレットデータ６０２を使用することなく、直接的に色彩を指
定するようにすることも可能である。
【００８４】
　（４．遊技機１の動作例）
　次に、遊技機１の動作を図面を参照して説明する。
【００８５】
　（４－１．遊技制御処理）
　ここでメイン制御基板３においては、遊技の進行を制御するメイン制御プログラムが動
作しており、このメイン制御プログラムが始動入賞を契機として大当り判定用乱数値を取
得している（大当り抽選）。メイン制御プログラムは、始動入賞があると、この始動入賞
に基づく大当り判定タイミングにおいて、取得した大当り判定用乱数値と予め定められた
当り値とを比較して、大当り判定を実行する。これとともにメイン制御プログラムは、そ
のような始動入賞があった場合、その後、別途抽選により決定した変動時間にわたり、特
別図柄表示装置４１による点滅状態（特別図柄の変動表示状態）を継続した後、大当り抽
選及び判定の結果に応じて特別図柄表示装置４１を点灯状態或いは消灯状態（停止図柄の
表示状態）とする。
【００８６】
　このような大当り判定を実行すると、メイン制御基板３は、特別図柄表示装置４１の制
御と並行して、大当り判定の結果と抽選により決定された変動時間に関する情報を含む演
出コマンドをサブ制御基板３５に対して出力する。この演出コマンドを受け取ったサブ制
御基板３５においてはさらに演出抽選を実行し、その演出抽選の結果に応じた演出パター
ンを選定する。この演出パターンは、音や光などを出力するためのパターンである。さら
にサブ制御基板３５においては、この演出パターンに対応した演出表示パターンを選定す
る。
【００８７】
　この演出表示パターンは、変動時間にわたり、複数用意した演出表示動作のうちどの演
出表示動作を実行すべきかに関するパターンを表しており、その演出表示動作として表示
する各シーンに対応した情報を含んでいる。
【００８８】
　そして、サブ制御基板３５は、選定した演出表示パターンに基づいて、装飾図柄表示装
置１６に対して表示すべき演出表示を示す演出表示コマンドを装飾図柄制御基板３０に対
して送信する。
【００８９】
　（５．装飾図柄表示基板３０の動作例）
【００９０】
　（５－１．リセットスタート処理）
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　先ず、装飾図柄制御基板３０におけるリセットスタート処理（リセットに基づく初期化
処理）について、図９を参照して説明する。このリセットスタート処理は、装飾図柄制御
基板３０が外部からのリセット信号によりリセットされた或いは新規に電源投入された場
合、或いは稼働中に瞬間的な停電状態が生じた場合に、順次実行される処理例を表してい
る。
【００９１】
　ここで、リセットには、リセット回路やウオッチドッグタイマ等の外部回路によって発
生するハードウェアリセットや、電源立ち上げ時のパワーオンリセットだけでなく、電源
断を検出したことによりソフトウェアの内部で実行されるソフトリセットも含まれるもの
とする。
【００９２】
　電源が投入されたり瞬間的な停電状態が生じてリセットが発生した場合、先ず装飾図柄
表示基板３０では、通信ポート等の各種ハードウェアの初期化処理が実行される（ステッ
プＳ１０）。
【００９３】
　（５－１－１．ホット・コールド判定処理）
　そして、各種ハードウェアの初期化処理が実行された後、次のようなホット・コールド
判定処理が実行される。このホット・コールド判定処理では、リセット発生時または停電
状態から復旧したときに（復電時に）、後述するコールドスタートとするべきであるか、
或いは、後述するホットスタートとすべきであるかを判定している。
【００９４】
　以下、このホット・コールド判定処理について具体的に説明する。本実施形態では、Ｓ
ＤＲＡＭ３０２に格納されているデータのうち、ホット・コールド判定に用いるデータを
判定データと呼称している。図柄ＣＰＵ３１１は、ＳＤＲＡＭ３０２の判定データに関し
てサム値を演算し、ＳＤＲＡＭ３０２の他の領域に保持する機能を有する。本実施形態で
は、このように保持しているサム値を「既定のサム値」と呼称する。
【００９５】
　このホット・コールド判定処理では、まずＳＤＲＡＭ３０２の特定の領域に格納されて
いる判定データに関してサム値を演算し、サム判定を実行する（ステップＳ２０）。ここ
で本実施形態では、対象とすべき判定データに関してサム値を演算することを「サム判定
」と呼称する。次に図柄ＣＰＵ３１１は、ＳＤＲＡＭ３０２の特定領域に格納されている
判定データから演算したサム値と、既定のサム値とを比較し、両サム値が一致しているか
否かを判断して両サム値の整合性を確認する（ステップＳ３０）。このようにサム値の判
定を行うことにより、図柄ＣＰＵ３１１は、復電時に、ＳＤＲＡＭ３０２の特定領域に格
納されている判定データが破壊されておらずに正常であるか否かを判定する（判定手段）
。
【００９６】
　このサム判定の結果、これら両サム値が一致している場合には、ＳＤＲＡＭ３０２に格
納されている判定データ以外のデータについても破壊されていないとみなして、図柄ＣＰ
Ｕ３１１は、起動モードを「ホットスタート」に設定し（ステップＳ４０）、動作を開始
する（本実施形態では「ホットスタート」と呼称している）。一方、そのサム判定の結果
、これら両サム値が一致しない場合には、判定データは破壊されているとみなして、図柄
ＣＰＵ３１１は、ＳＤＲＡＭ３０２の記憶領域のうち、判定データが格納されている領域
のみならずその他全ての記憶領域を０クリアして初期化する（ステップＳ５０）。なお「
０クリア」とは、対象とする記憶領域に「０」を埋め尽くすことで初期化することをいう
。
【００９７】
　そして図柄ＣＰＵ３１１は、起動モードを「コールドスタート」に設定し(ステップＳ
６０)、全てのデータを最初から設定して動作を開始する。本実施形態では、復電時に、
図柄ＣＰＵ３１１がこのように全て最初からデータを設定して動作を開始することを「コ
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ールドスタート」と呼称している。
【００９８】
　上記のようなホット・コールド判定処理を実行するのは、復電時に、ＳＤＲＡＭ３０２
の判定データが信頼できる状態であった場合には、その判定データが格納されていた領域
を含むＳＤＲＡＭ３０２のメモリ空間全体に記憶されているデータを信頼できる（例えば
データの欠落など不具合がない）ものと推定し、そのメモリ空間のデータを継続的に利用
することで、停電前の遊技状態を復電後にも継続することができるようにするものである
。
【００９９】
　ここで、停電状態が検出された場合でも、ＲＡＭに記憶されているデータ内容が破壊さ
れない場合があるのは、一般的に、ＲＡＭが記憶状態を維持するために必要な電圧は、停
電状態を検出するための閾値電圧よりも低いためである。
【０１００】
　（５－２．図柄ＣＰＵ３１１の動作例）
　次に、上述したようなリセットスタート処理後に装飾図柄表示基板３０がサブ制御基板
３５からの演出表示コマンドを受信した場合の動作例について説明する。
【０１０１】
　サブ制御基板３５からの演出表示コマンドは、装飾図柄制御基板３０のコマンドインタ
フェース３０３により受信され、図柄ＣＰＵ３１１に転送されて処理される。この図柄Ｃ
ＰＵ３１１の動作を図１０のフローチャートに示す。
【０１０２】
　図柄ＣＰＵ３１１は、サブ制御基板３５からの演出表示コマンドを受信すると（ステッ
プＳ１０１）、この演出表示コマンドにより特定される演出表示パターンに対応する表示
スケジューラデータ４０２を制御ＲＯＭ３０１から読み出す（ステップＳ１０２）。
【０１０３】
　そして、図柄ＣＰＵ３１１は、制御ＲＯＭ３０１から読み出した表示スケジューラデー
タ４０２に基づいて、ＶＤＰ３３０に対して送信するためのコマンドリストを生成する（
ステップＳ１０３）。
【０１０４】
　次に、図柄ＣＰＵ３１１は、１つのフレームにおける全てのスプライト画像に対するコ
マンドリストの生成が終了するまで、各スプライト画像を描画するためのコマンドリスト
の生成を繰り返し、全てのスプライト画像に対するコマンドリストの生成が終了すると（
ステップＳ１０４）、生成したコマンドリストをＶＤＰ３３０に送信する（ステップＳ１
０５）。
【０１０５】
　そして、図柄ＣＰＵ３１１は、表示スケジューラデータ４０２により設定されたフレー
ムに対する全ての処理が終了するまでステップＳ１０３～Ｓ１０５の処理を繰り返す（ス
テップＳ１０６）。
【０１０６】
　（６．表示処理）
　次に、図柄ＣＰＵ３１１から送信されてきたコマンドリストを受信したＶＤＰ３３０に
おいて行われる表示処理について説明する。
【０１０７】
　（６－１．ＶＤＰ３３０の全体動作）
　先ず、ＶＤＰ３３０の全体動作について図１１のフローチャートを参照して説明する。
【０１０８】
　ＶＤＰ３３０では、図柄ＣＰＵ３１１からのコマンドリストを受信し、このコマンドリ
ストをデータ格納メモリ３３６に格納する（ステップＳ３０１）。すると、データ転送回
路３３２は、受信したコマンドリストに基づいて、映像表示に必要となるスプライトデー
タ、動画データ等の各種素材画像データをソースＲＯＭ３４０から読み出す（ステップＳ
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３０２）。
【０１０９】
　そして、ソースＲＯＭ３４０から転送されてきたスプライトデータ等の素材画像データ
は、伸張回路３３４によりデコードされた後にデータ格納メモリ３３６に格納される（ス
テップＳ３０３）。
【０１１０】
　描画回路３３５は、図柄ＣＰＵ３１１から受信したコマンドリストに含まれる各コマン
ドに基づいて、データ格納メモリ３３６に格納されている素材画像データを用いて描画処
理を行い、生成された画像データをフレームバッファメモリ３３７に順次格納していく（
ステップＳ３０４）。
【０１１１】
　最後に、表示回路３３８は、フレームバッファメモリ３３７に格納された１フレーム分
の画像データを映像信号に変換して、スケーラ３４１、３４２を介して装飾図柄表示装置
１６、２６に出力する（ステップＳ３０５）。
【０１１２】
　この図１１に示されるような表示処理がフレーム毎に行われることにより、ＶＤＰ３３
０は、図柄ＣＰＵ３１１から転送されてきたコマンドリストに基づいて、各シーンの連続
表示により構成される映像を装飾図柄表示装置１６、２６に対して表示させることができ
る。
【０１１３】
　（６－２．装飾図柄表示装置１６、２６への描画処理）
　次に、装飾図柄表示装置１６、２６への描画処理の詳細について説明する。
【０１１４】
　　（６－２－１．装飾図柄表示装置１６、２６の画像サイズ）
　まず、装飾図柄表示装置１６、２６の画像サイズを図１２を参照して説明する。本実施
形態における装飾図柄表示装置１６は、図１２（Ａ）に示されるように、横幅が１０２４
ドット（ピクセル）、縦が７６８ドットとなっている。また、装飾図柄表示装置２６は、
図１２（Ｂ）に示されるように、横幅が４００ドット、縦が２４０ドットとなっている。
このように装飾図柄表示装置１６と装飾図柄表示装置２６は、お互いに画像サイズが異な
っている。
【０１１５】
　この発明において画像サイズとは、装飾図柄表示装置１６、２６に表示される画像の物
理的なサイズを示すものではなく、装飾図柄表示装置１６、２６や画像を構成する画素数
に基づくサイズを示している。つまり本発明において画像サイズが同一とは、画像の縦方
向の画素数（ドット数）と横幅の画素数が同一であるということを意味している。
【０１１６】
　一般的に、同じ画素数のデータを表示した場合でも、ＤＰＩ（Dot Per Inch）等により
現される装飾図柄表示装置１６、２６の解像度によって最終的に表示される画像の物理的
大きさは変化してしまう。しかし、ＶＤＰ３３０にとっては装飾図柄表示装置１６、２６
の物理的なサイズは関係なく、ＶＤＰ３３０は、装飾図柄表示装置１６、２６における縦
方向および横幅の画素数のみに基づいて画像の描画を行う。
【０１１７】
　　（６－２－２．描画処理の具体例）
　次に、１つのＶＤＰ３３０により２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画処理
を行う場合の動作を具体例をあげて説明する。
【０１１８】
　　　（６－２－２－１．第１の具体例）
　先ず、２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画処理を行う第１の具体例につい
て説明する。
　この第１の具体例では、ＶＤＰ３３０の描画回路３３５は、図１３に示すような合成画
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像を生成する。この合成画像は、横幅が１０２４ドット、縦が６００ドットの画像となっ
ている。そして、この合成画像は、画像Ａと画像Ｂというサイズの異なる２つの画像が１
フレーム内において空間的に合成された構成となっている。そのため、この合成画像には
、いずれの表示装置によっても表示されない非表示領域が含まれている。ここで、画像Ａ
は横幅が８００ドット、縦が６００ドットの画像であり、画像Ｂは横幅が２２４ドット、
縦が１３６ドットの画像である。そして、画像Ａは、装飾図柄表示装置１６に表示させる
ための画像であり、画像Ｂは、装飾図柄表示装置２６に表示させるための画像である。
【０１１９】
　この合成画像は、ＶＤＰ３３０のフレームバッファメモリ３３７に格納された後に、表
示回路３３８を介してＶＤＰ３３０により出力される。そして、ＶＤＰ３３０により出力
された合成画像は、図１４に示されるように、スケーラ３４１、３４２に共通して入力さ
れる。
【０１２０】
　スケーラ３４１では、切り出し部３５１により、ＶＤＰ３３０からの合成画像のうち、
装飾図柄表示装置１６用の画像Ａが切り出される。そして、切り出し部３５１により切り
出された画像Ａは、フレームメモリ３５２に格納された後に、図１５（Ａ）に示されるよ
うに、拡大部３５３により拡大率１．２８倍の画像拡大処理が行われる。そして、この拡
大部３５３により拡大処理が行われた後の画像Ａ’は、装飾図柄表示装置１６に対して出
力される。
【０１２１】
　また、スケーラ３４２では、切り出し部３６１により、ＶＤＰ３３０からの合成画像の
うち、装飾図柄表示装置２６用の画像Ｂが切り出される。そして、切り出し部３６１によ
り切り出された画像Ｂは、フレームメモリ３６２に格納された後に、図１５（Ｂ）に示さ
れるように、拡大部３６３により拡大率１．７８倍の画像拡大処理が行われる。そして、
この拡大部３６３により拡大処理が行われた後の画像Ｂ’は、装飾図柄表示装置２６に対
して出力される。
【０１２２】
　なお、ＶＤＰ３３０の表示回路３３８には、画像の拡大処理を行う拡大部３３９が設け
られているが、第１の具体例では拡大部３３９の拡大処理機能を使用しないため図１４で
は省略して示している。
【０１２３】
　切り出し部３５１により切り出された画像Ａは、図１５（Ａ）に示すように１．２８倍
されることにより横幅が１０２４ドット、縦が７６８ドットの画像Ａ’となり、装飾図柄
表示装置１６のサイズと同一のサイズとなる。また、切り出し部３６１により切り出され
た画像Ｂは、図１５（Ｂ）に示すように１．７８倍されることにより横幅が４００ドット
、縦が２４０ドットの画像Ｂ’となり、装飾図柄表示装置２６のサイズと同一のサイズと
なる。そして、スケーラ３４１、３４２により出力された画像データは、装飾図柄表示装
置１６、２６においてそれぞれ表示される。
【０１２４】
　　　（６－２－２－２．第２の具体例）
　次に、２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画処理を行う第２の具体例につい
て説明する。
　この第２の具体例では、図３に示した装飾図柄制御基板３０の替わりに、図１６に示す
ような装飾図柄制御基板３０ａを用いる。この装飾図柄制御基板３０ａは、図３に示した
装飾図柄制御基板３０に対してスケーラ３４１を削除して、ＶＤＰ３３０からの画像デー
タを直接装飾図柄表示装置１６に出力するような構成となっている。
【０１２５】
　この第２の具体例では、ＶＤＰ３３０の描画回路３３５は、図１３に示したような第１
の具体例の場合と同様な合成画像を生成する。
【０１２６】
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　そして、図１７に示すように、生成された合成画像は、フレームバッファメモリ３３７
に一旦格納された後に、拡大部３３９により拡大率１．２８倍で拡大処理される。生成さ
れた合成画像が１．２８倍される様子を図１８に示す。
【０１２７】
　装飾図柄表示装置１６用の画像Ａは、図１８に示すように１．２８倍されることにより
横幅が１０２４ドット、縦が７６８ドットの画像Ａ’となり、装飾図柄表示装置２６用の
画像Ｂは、横幅が２８７ドット、縦が１５７ドットの画像Ｂ’となる。そして、拡大部３
３９により１．２８倍された合成画像は、そのまま装飾図柄表示装置１６に対して出力さ
れる。
【０１２８】
　また、拡大部３３９により１．２８倍された合成画像は、スケーラ３４２にも入力され
る。そして、スケーラ３４２では、切り出し部３６１により、ＶＤＰ３３０からの合成画
像のうち、装飾図柄表示装置２６用の画像Ｂ’が切り出される。そして、切り出し部３６
１により切り出された画像Ｂ’は、フレームメモリ３６２に格納された後に、図１８に示
されるように、拡大部３６３により拡大率１．３９倍の画像拡大処理が行われる。そして
、この拡大部３６３により拡大処理が行われた後の画像Ｂ’’は、装飾図柄表示装置２６
に対して出力される。
【０１２９】
　横幅が２８７ドット、縦が１５７ドットの画像Ｂ’が１．３９倍されることにより、横
幅が４００ドット、縦が２４０ドットの画像Ｂ’’となり、装飾図柄表示装置２６のサイ
ズと同一サイズの画像が得られることとなる。
【０１３０】
　この第２の具体例では、ＶＤＰ３３０は、２つの装飾図柄表示装置１６、２６のうちの
少なくとも１つの装飾図柄表示装置１６に対して、他の表示装置である装飾図柄表示装置
２６に表示させるための画像Ｂ’が当該表示装置の表示可能領域外に含まれたままの画像
を表示させる。しかし、装飾図柄表示装置１６の表示可能領域は横幅１０２４ドット、縦
７６８ドットであるため、画像Ｂ’や、非表示領域データは装飾図柄表示装置１６に表示
されることはない。
【０１３１】
　　　（６－２－２－３．第３の具体例）
　次に、２つの装飾図柄表示装置１６、２６に対して描画処理を行う第３の具体例につい
て説明する。
　この第３の具体例では、上記で説明した第２の具体例と同様に、図１６に示した装飾図
柄制御基板３０ａを用いる。そして、この第３の具体例では、図１９に示されるように、
ＶＤＰ３３０では、表示回路３３８に設けられた拡大部３３９により、フレームバッファ
メモリ３３７に格納されている画像データを１．６倍した後に装飾図柄表示装置１６およ
びスケーラ３４２に出力する。
【０１３２】
　そして、スケーラ３４２では、ＶＤＰ３３０から出力された画像データから、装飾図柄
表示装置２６用の画像Ｂ’を切り出してフレームメモリ３６２に格納した後に装飾図柄表
示装置２６に出力する。具体的には、スケーラ３４２の切り出し部３６１は、ＶＤＰ３３
０により拡大された後の合成画像から、図柄ＣＰＵ３１１により設定された領域内の画像
を切り出す。なお、スケーラ３４２では画像を拡大する処理が行われないため、図１９に
おいて拡大部３６３については省略して示している。
【０１３３】
　そして、この第３の具体例では、ＶＤＰ３３０の描画回路３３５は、図２０に示すよう
な合成画像を生成する。この合成画像は、横幅が８９６ドット、縦が４８０ドットの画像
となっている。そして、この合成画像において、装飾図柄表示装置１６に表示させるため
の画像Ａは、横幅が６４０ドット、縦が４８０ドットとなっており、装飾図柄表示装置２
６に表示させるための画像Ｂは、横幅が２５６ドット、縦が１５２ドットとなっている。
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【０１３４】
　この合成画像は、装飾図柄表示装置１６、２６に対して表示させるための２つの画像を
同一の縮小率（１／１．６）により縮小して１フレーム内に空間的に合成することにより
構成されている。
【０１３５】
　そのため、ＶＤＰ３３０における拡大部３３９により１．６倍の画像拡大処理を行うだ
けで、図２１に示すように、装飾図柄表示装置１６用の画像Ａ、装飾図柄表示装置２６用
の画像Ｂは、それぞれ、装飾図柄表示装置１６、２６のサイズとほぼ同一サイズの画像Ａ
’、画像Ｂ’となる。そして、スケーラ３４２の切り出し部３６１により合成画像から、
装飾図柄表示装置２６用の画像Ｂ’’を切り出すことにより、装飾図柄表示装置１６のサ
イズと同一サイズの画像が得られることとなる。
【０１３６】
　（７．本実施形態による有用性についての言及）
　本実施形態の遊技機では、ＶＤＰ３３０は、２台の装飾図柄表示装置１６、２６に対し
て表示させるための２つの画像を空間的に合成した合成画像を生成し、装飾図柄表示装置
１６、２６では、ＶＤＰ３３０により生成された合成画像に基づいて自装置用の画像をそ
れぞれ表示するようにしている。そのため、本実施形態によれば、装飾図柄表示装置１６
、２６のサイズが異なっていても、１つのＶＤＰ３３０により画像を表示させることがで
きる。
【０１３７】
　また、上記で説明した第２の具体例では、図１７に示したように、装飾図柄表示装置１
６に対しては、装飾図柄表示装置２６に表示させるための画像Ｂ’が切り出されることな
く装飾図柄表示装置１６の表示可能領域外に含まれたままの合成画像が表示される。その
ため、第２の具体例では、第１の具体例と比較して、装飾図柄表示装置１６用の画像を合
成画像から切り出す処理が不要となり、スケーラ３４１を省くことができる。その結果、
回路構成が簡素化されコストダウンを図ることが可能となる。
【０１３８】
　さらに、上記で説明した第３の具体例では、図１９に示したように、ＶＤＰ３３０では
、装飾図柄表示装置１６、２６に対して表示させるための２つの画像を同一の縮小率（１
／１．６）により縮小して１フレーム内に空間的に合成することにより構成し、出力する
際に拡大部３３９により１．６倍してから装飾図柄表示装置１６およびスケーラ３４２に
出力している。そのため、装飾図柄表示装置１６、２６では、拡大された後の合成画像に
基づいて、自装置用の画像をそれぞれ表示するだけでよい。つまり、ＶＤＰ３３０の拡大
部３３９において画像拡大処理を行うのみで、スケーラ３４２では画像拡大処理を実行す
る必要がない。
【０１３９】
　一般的には、ＶＤＰ３３０の画像拡大機能よりもスケーラ３４１、３４２の画像拡大機
能のほうが高い性能を有する。しかし、上記の第３の具体例のようにＶＤＰ３３０の拡大
部３３９のみにより画像拡大処理を行うようにすれば、画像拡大機能を備えていないスケ
ーラを使用することによりコスト的に有利な遊技機を実現することができる。
【０１４０】
　（８．その他の実施形態についての言及）
　上記実施形態では、２つの装飾図柄表示装置１６、２６を備えた遊技機に対して本発明
を適用した場合について説明したが、本発明はこのような場合に限定されるものではなく
、３つ以上の表示装置を備えた遊技機に対しても適用可能である。例えば、１つのＶＤＰ
により３つの表示装置に対して表示させるための３つの画像を空間的に合成させた合成画
像を生成する場合には、図２２に示すような合成画像を描画して出力する。この図２２に
示す画像では、それぞれサイズの異なる３つの表示装置のための画像Ａ、画像Ｂ、画像Ｃ
が空間的に合成されている。このような合成画像に基づいて、各表示装置が自装置用の画
像を表示する方法は、上記実施形態中に示した具体例と同様な方法により実現することが
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できる。
【０１４１】
　このように３つ以上の複数の表示装置が遊技機に設けられていて、少なくとも１つの表
示装置が他の表示装置とはサイズが異なる場合でも、本発明によれば１つのＶＤＰにより
複数の表示装置に画像を表示させることが可能となる。
【０１４２】
　また、上記実施形態では、遊技球の始動入賞口への入賞を契機として実行された内部的
な抽選結果に応じて遊技状態が移行するパチンコ機に対して本発明を適用した場合につい
て説明したが、本発明はこのような実施形態に限定されるものでない。本発明は、遊技球
の始動口への入賞に伴って開閉動作を行う左右一対の可動片を有するパチンコ機（いわゆ
る「羽根物」と呼ばれるパチンコ機）等の他のパチンコ機に対しても同様に適用すること
が可能である。
【０１４３】
　さらに、本発明は、演出動作を表示するための表示装置を有する遊技機であれば、遊技
媒体としてメダルやコインを用いる回胴式遊技機（スロットマシン）等の遊技機に対して
も同様に適用することが可能である。なお、本発明が適用可能な回胴式遊技機の態様とし
ては、遊技媒体は特にメダルやコインに限らず、パチンコ機用の遊技球等を用いる態様で
あってもよい。
【０１４４】
　また、上記実施形態では、液晶素子を用いて表示動作を実行する表示手段（装飾図柄表
示装置など）を例示しているがこれに限られず、ＥＬ（エレクトロルミネッセンス：Elec
tro Luminescence）素子を用いた表示手段或いはプラズマを用いた表示手段に適用しても
良い。
【０１４５】
　なお、上記実施形態においては、装飾図柄制御基板３０が表示に係る演出動作を制御し
ているが、これに限られず、例えばサブ制御基板３５が、表示に係る演出動作以外の他の
演出動作のみならず、この装飾図柄制御基板３０の機能を備えている形態であってもよい
。
【符号の説明】
【０１４６】
　　　１　　パチンコ機（遊技機）
　　　３　　メイン制御基板（遊技制御部）
　　３ａ　　メインＣＰＵ
　　１６　　装飾図柄表示装置（表示装置）
　　２６　　装飾図柄表示装置（表示装置）
　　３０、３０ａ　　装飾図柄制御基板（演出制御部）
　　３５　　サブ制御基板（演出制御部）
　　４１、４２　　Ｉピクチャ
　　５１～７９　　Ｐピクチャ
　３０１　　制御ＲＯＭ
　３０２　　ＳＤＲＡＭ
　３０３　　コマンドインタフェース（Ｉ／Ｆ）
　３０７　　バス
　３１１　　図柄ＣＰＵ（表示制御プロセッサ）
　３３０　　ＶＤＰ（映像表示プロセッサ）
　３３１　　ＣＰＵインタフェース（Ｉ／Ｆ）
　３３２　　データ転送回路
　３３３　　バスインタフェース（Ｉ／Ｆ）
　３３４　　伸張回路
　３３５　　描画回路
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　３３６　　データ格納メモリ
　３３７　　フレームバッファメモリ
　３３８　　表示回路
　３３９　　拡大部
　３４０　　ソースＲＯＭ（不揮発性映像メモリ）
　３４１、３４２　　スケーラ
　３５１　　切り出し部
　３５２　　フレームメモリ
　３５３　　拡大部
　３６１　　切り出し部
　３６２　　フレームメモリ
　３６３　　拡大部
　４０１　　表示制御プログラム
　４０２、４０２ａ～４０２ｆ　　表示スケジューラデータ
　５０１　　フレーム番号
　５０２　　キャラクタ番号
　５０３　　Ｘ座標
　５０４　　Ｙ座標
　５０５　　基点位置
　５０６　　Ｘ方向拡大率
　５０７　　Ｙ方向拡大率
　５０８　　透明度（ブレンド率）
　５０９　　回転角
　６０１　　スプライトデータ
　６０２　　パレットデータ
　６０３　　動画データ
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